
 

 

中 部 運 輸 局 

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ９ 日 
 

スマホ・ＰＣで申請書を作成できるようになります！ 

～「登録手続き申請書メーカー」の運用開始～ 

 

 

 

１．登録手続き申請書メーカーとは 

申請書に必要事項を手書きで記入する代わりに、スマホ等から Web 上の入力フォームに入

力し、窓口の二次元バーコードリーダーにかざすだけで申請書が印刷されます。 

電子車検証をお持ちの方は、ＩＣタグに格納された車検証情報をスマホで読み込むことで

入力を省力化することができます。 

※手続きの概要は、別紙１「手続き概要フロー図」をご参照ください。 

２．対象手続き・実施場所等 

○対象手続き：自動車（軽自動車を除く）及びバイク（250CC以下を除く）に係る次の手続 

 所有者及び使用者の変更（移転登録・変更登録） 

 氏名、住所及び使用の本拠の位置の変更（変更登録） 

 一時的な使用中止（一時抹消登録・自動車検査証返納） 

  ※移転・変更登録との複合申請にも対応 

 輸出予定の届出（輸出抹消） 

 車検証を紛失・盗難・毀損したときの再交付（自動車検査証再交付） 

 ローンの完済／リースアップ（所有権留保の解除） 

 予備検査、継続検査 

○実施場所： 

 運輸支局：愛知、静岡、岐阜、三重、福井 

 自動車検査登録事務所：西三河、小牧、豊橋、浜松、沼津、飛騨 

○利用開始日： 

 ６月３日（火）より順次導入していきます。詳細は別紙２「利用開始日一覧」をご参   

照ください。 

○入力フォームへのアクセス：スマホで二次元バーコードを読み込みご確認ください。 

パソコンの場合はこちら。（https://formaker.publicserviceplatform.com/） 

中部運輸局は、令和７年６月３日（火）より管内の運輸支局・自動車検査登録事

務所にて、スマホ等で申請書を作成できるようにするための「登録手続き申請書

メーカー」を設置し、運用を開始します。 

【お問い合わせ先】 

中部運輸局自動車技術安全部管理課 寺本、吉田 電話番号：052-952-8041 
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電子車検証のICタグを読み込み、
必要事項を入力

一部項目の入力を短縮できます

車検証
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ICタグ読込対応機種等は
車検証閲覧アプリに準じます

別紙１ 手続き概要フロー図



利用開始日実施場所

6月 3日（火）愛知運輸支局愛知県

6月 12日（木）西三河自動車検査登録事務所

6月 17日（火）小牧自動車検査登録事務所

6月 19日（木）豊橋自動車検査登録事務所

6月 12日（木）静岡運輸支局静岡県

6月 17日（火）浜松自動車検査登録事務所

6月 19日（木）沼津自動車検査登録事務所

6月 17日（火）岐阜運輸支局岐阜県

6月 19日（木）飛騨自動車検査登録事務所

6月 17日（火）三重運輸支局三重県

6月 17日（火）福井運輸支局福井県

別紙２ 利用開始日一覧

※利用開始日は変更となる可能性があります

（予定）




